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館山市九重地区公民館長 真田 司郎 

 

公民館再編に向けた今後の公民館のあり方について（諮問） 

 

社会教育法第 29条第２項の規定に基づき、下記のとおり諮問します。 

記 

１．諮問事項  公民館再編に向けた今後の公民館のあり方について 

 

２．諮問理由  本市では、将来の人口規模や財政状況を見据え、中長期的な視点による施設 

の更新・統廃合・長寿命化などを計画的に実施するため、平成 29年６月に館

山市公共施設等総合管理計画を策定している。公民館においては「利用者の

安全確保と修繕コストの抑制」「集約化等による総量縮減」「施設の魅力向上・

経営感覚を持った施設管理」の３つを管理方針として定めている。 

  同計画の実行性を高め、管理方針の具現化を図るため、公民館の現況と課題

や地域課題を検証し、再編に向けた今後の公民館のあり方について諮問する。 

 

３．答申時期  令和６年３月末 


